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当社・福島第二原子力発電所１号機（沸騰水型、定格出力 110 万キロワット）におい

て平成 17 年２月 16 日に確認された燃料装荷作業に係る不適合、および３号機（沸騰水

型、定格出力 110 万キロワット）において平成 17 年２月 10 日に発生した制御棒案内管

等の移動作業に係る不適合につきましては、それぞれ調査結果や今後の対応を取りまと

め、平成 17 年４月 13 日にお知らせしておりますが（別紙参照）、本日、経済産業省原子

力安全・保安院より、この２件について、福島第二原子力発電所原子炉施設保安規定に

違反していると判断され、改善指示文書を受領いたしました。 

 この改善指示に基づき、原因および再発防止対策について改めて取りまとめ、本年６

月 20 日までに原子力安全・保安院に報告するとともに、改善に努めてまいります。 

 

今回指摘された違反事項は以下のとおりです。 

 

○ １号機燃料装荷作業に係る不適合について 

保安規定第３条（品質保証計画）［業務の管理］では、組織は、業務の計画に基づ

き業務を管理された状態で実施する旨規定しているが、仮設原子炉モードスイッチ

を用いた点検作業を計画どおりに終了せず、状態を適切に復旧しなかった。また、

この結果として、保安規定第 84 条（燃料移動）で規定する燃料移動時の原子炉モー

ドスイッチの施錠確認が適切に実施されなかった。 

 

○ ３号機における制御棒案内管等の移動作業に係る不適合について 

保安規定第 27 条（計測及び制御設備）では、照射された燃料に係る作業時には、

原子炉建屋換気系排気放射能及び燃料取替エリア排気放射能に係る計測及び制御設

備が動作可能であることを運転上の制限としているが、原子炉建屋換気系排気放射

線モニタ及び燃料取替エリア排気放射線モニタからの信号を発信させない処置を施

した状態で照射された燃料に係る作業を実施した。 

 

以 上 
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（別紙１） 

 

＜１号機燃料装荷作業に係る不適合＞ 

定期検査中の当所１号機において、平成 17 年２月 16 日に発生した不適合事象＊１の原

因を調査したところ、核計装系点検＊２のため取り付けていた仮設の原子炉モードスイッ

チ＊３（以下、「仮設スイッチ」）が点検後も取り付けたままであったことにより発生した

ことがわかりました。 

この調査の過程で、平成 17 年２月６日から２月 15 日まで行われた燃料装荷作業の際

に、当直長は保安規定＊４に基づき、原子炉モードスイッチが「燃料交換」位置で施錠さ

れていることを毎日１回確認しておりましたが、仮設スイッチが点検終了後も取り付け

たままであったために、仮設スイッチ側に一部の機能が切り替わった状態で本設の原子

炉モードスイッチのみを確認していたことが２月 18 日にわかりました。 

仮設スイッチは、当該燃料装荷作業時には「燃料交換」位置の状態のまま中央制御室

内の原子炉制御盤正面内部に収納されておりました。また、全制御棒が全挿入され、か

つ、制御棒が動かないような措置を施していたことから、安全上の問題はありませんで

した。                    （平成 17 年２月 21 日お知らせ済み） 

 

調査の結果、当直長が、仮設スイッチが設置されていることに気付かなかったこと、

およびこの状態で燃料装荷作業が、「運転上の制限＊５」に係る作業であるにもかかわら

ず行われた原因は、以下の通りです。 

・ 操作盤上に設置されている本設の原子炉モードスイッチに、仮設スイッチが取り付

けられていることを示す表示がなく、外観上仮設スイッチの存在が分からない状態

であった。 

・ 作業主管グループから当直へ事前に申請されていた仮設スイッチを取り付ける作

業申請書に、運転上の制限に係るものであることの記載がなかった。 

・ さらに、燃料装荷作業前の時点で、当直長は、運転上の制限に係る作業がなく当該

作業が実施可能であるかどうかをチェックシートにて確認していたが、このチェッ

クシートに仮設スイッチの項目がなかった。 

 

今後、以下の対応を実施いたします。 

仮設スイッチを取り付ける場合には、本設の原子炉モードスイッチにその旨を表示し、

当直長が識別できる状態にいたします。仮設スイッチが設置されていることについては、

その作業が終了するまで継続的に運転員の引継日誌に記載することで確実な引継を行う

とともに、当直班のミーティングにおいて運転員全員で情報の共有化を図ります。 

また、作業主管グループから当直へ提出する作業申請書に、運転上の制限に係る作業

がある場合にはその旨を記載することとし、さらに、当直に加え作業主管グループにお

いても、燃料装荷作業前に使用するチェックシートにて仮設スイッチの取り付けについ

ても確認できるよう改善いたします。 

なお、これらすべてをマニュアルに反映いたします。 

（平成 17 年４月 13 日お知らせ済み） 

 

 

 



 

＊１：平成17年２月16日に発生した不適合事象 

   「原子炉停止余裕検査中の制御棒の選択時において、２本目の制御棒が選択できないため、

原因を調査」（２月17日当社ホームページに掲載） 

＊２：核計装系点検 

   起動領域中性子モニタ、出力領域中性子モニタの点検を行う作業です。 

＊３：原子炉モードスイッチ 

   原子炉の状態にあわせ、「停止」、「燃料交換」、「起動」、「運転」の４モードを選択するス

イッチです。 

＊４：保安規定 

   保安規定に定められた内容には、燃料移動の際の当直長の遵守事項を規定した条文があ

り、この中の一項目に燃料移動時に全制御棒が全挿入の場合は、原子炉モードスイッチ

が「燃料交換」位置で施錠されていることを毎日１回確認するよう定められています。 

＊５：運転上の制限 

   保安規定では原子炉の運転に関し、「運転上の制限」や「運転上の制限を満足しない場

合に要求される措置」等が定められており、運転上の制限を満足しない場合には、要求

される措置に基づき対応することになっています。 



 

（別紙２） 

 

＜３号機における制御棒案内管等の移動作業に係る不適合＞ 

定期検査中の当所３号機において、平成 17 年２月 10 日午前２時 13 分より、制御棒駆

動機構ハウジングスタブチューブ＊１下部溶接部の点検のため制御棒案内管等を原子炉

内から使用済燃料プールに移動する作業を行っていたところ、原子炉建屋換気系排気放

射線モニタ＊２および燃料取替エリア排気放射線モニタ＊３からの信号＊４を発信させない

処置を施したままであることに運転員が気付き、午前８時 49 分、当該処置を解除しまし

た。 

 本事象においては、保安規定第 27 条（計測及び制御設備）に定める「運転上の制 

限を満足していることの確認」がなされていなかったものと考えています。 

なお、前記２つのモニタ自体は稼働していたため、その記録により、建屋の放射線レ

ベルに変動がないことを確認しており、本事象による外部への放射能の影響はありませ

んでした。                  （平成 17 年２月 10 日お知らせ済み） 

 

調査の結果、運転員が当該信号を発信させない処置が施されていることを失念してい

たことが原因とわかりました。これは、当該運転員が前の運転班から引継ぎを受けた際、

この処置が実施中であることの引継ぎがなされていなかったこと等によるものでした。 

 

今後はこのような処置が施されていることを明確にするため、その作業が終了するま

で継続的に運転員の引継日誌に記載することで確実な引継を行うとともに、当直班のミ

ーティングにおいて運転員全員で情報の共有化を図ります。さらに、これをマニュアル

に反映いたします。             （平成 17 年４月 13 日お知らせ済み） 

 

 

＊１：制御棒駆動機構ハウジングスタブチューブ 

制御棒駆動機構が納められている筒（ハウジング）を原子炉圧力容器に固定するための

継手です。 

＊２：原子炉建屋換気系排気放射線モニタ 

   発電所の運転管理のため、原子炉建屋内の排気放射線レベルを連続監視する装置です。 

＊３：燃料取替エリア排気放射線モニタ 

発電所の運転管理のため、燃料の取替などを実施する原子炉建屋６階の排気放射線レベ

ルを連続監視する装置です。 

＊４：信号 

   作業エリアの放射線量が上昇した際に、原子炉建屋換気空調設備の停止や原子炉建屋の

排気を浄化するための設備を起動させるため等の信号です。 


